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　今後の財政調整、事業の実施などを容易にするため、
それぞれ特定の目的をもち、「基金」という貯金をして
います。
　災害復旧、大規模建設事業、その他財政運営のお金
が不足したときに備えるために積み立てているもの
が「財政調整基金」。町の借金の返済にあてるために
積み立てているものが「減債基金」。この他に「まち
づくり事業基金」など特定の事業を行うために積み立
てている基金があります。
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　大きな事業を起こすときは、国などからお金を借り
てその事業を進めます。その借金を「町債」と言いま
す。町債の中には、後年度に交付税で補てんされるも
のもあります。
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　12億円(一般会計)借りています。
　「一時借入金」とは、年度内において、歳計現金が
不足した場合に、その不足分を補うために借り入れる
金銭で、償還は年度分として収納された歳入をもって、
出納閉鎖日である5月31日までに返すものです。
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　特定の事業を行う場合や、特定の歳入をもって特定の歳出
（事業）に充てるような事業について、その収支を明確にする
ために一般会計と区分して設けられるものをいいます。
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　特別会計のうち原則町税を収入財源とせず、独立採算制を
追求する企業的色彩の強い事業を行う場合に、地方公営企業
法の規定を受けて設置する会計です。一般会計やその他の特
別会計とは異なり、民間企業と同様の経理を行います。
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　羽幌町では条例に基づいて、
毎年2回定期的に予算の執行状
況をお知らせしています。
　これは町の財政を知っていた
だき、町の施策へのご理解とご
協力をお願いするものです。
　今月号では平成17年度下半期
（平成17年10月1日～平成18年3
月31日）の財政状況をお知らせ
します。
　上半期の状況については、平
成18年新年号をご覧ください。

　なお、一般会計、特別会計につ
いては、今回の数字に5月末まで
の収入、支出が加わって最終の
決算額となります。

　平成17年度の一般会計当初予
算額は57億200万円でしたが、6
回の予算補正を経て最終的な予
算額は57億2,058万8千円となっ
ております。
　前年度の同時期と比較すると、
14億960万5千円(19.8%）の減少
となっていますが、16年度に実
施した施設整備事業が主な要因
です。 

����

�������	

������������	�
�
��


